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特定乳児等通園支援事業に係る利用定員の設定について 

（乳児等通園事業支援事業（こども誰でも通園制度）の「確認」について） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



趣旨（認可、

確認と利用

定員） 

【認 可】 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を行おうとする事業者は、その設備や職員配置などについて審査を受け、市長の認可を

必要とします。その際、児童福祉審議会で委員から意見を聴取することとなっています。（児童福祉法第34条の 15） 

和泉市児童福祉審議会を２月６日に開催し、一般型５施設（公立 2施設は認可必要なし）、余裕活用型4施設が認可されました。 

 

【確 認】 

認可を受けた事業者は、乳児等支援給付費の支給を受ける事業者であることの確認を市長に受ける必要があり、確認を受けた事業者

を「特定乳児等通園支援事業者」といいます。 

確認には、・職員の勤務体制の確保、・事故発生の防止及び発生時の対応（指針の整備や体制を整備）等を審査するほか、認可を受けた

事業者は、乳児等支援給付費の支給を受ける事業者であることの確認を市長に受ける必要がありその利用定員を設定する際には、審議

会（当市では、和泉市こどもまんなか会議）で委員の意見を聴取することとなっています。（子ども・子育て支援法第54条の２） 

 

【利用定員について】 

内閣府令「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準」により、事業者が乳児等支援給付費の対象となることの確認における利用

定員の設定は、一時間あたりの利用定員と一月あたりの利用定員を定めるものとされています。 

 

 

特定乳児等通園支援事業に係る利用定員の設定について 

 

※ 認可を受けた事業者について、次のとおり利用定員を定めようとするものです。 

 

（一般型）７施設 → 詳細は「施設詳細」参照 

 事業者（法人） 運営施設 設置場所 
対象 

年齢 

利用定員 

（時間あたり） 

利用定員 

（月あたり） 

１ 
株式会社クローバーホール

ディングス 

桜セレニティガーデン 

（産後ケア施設） 
いぶき野一丁目1番 11号 0・1・2 19 人 ３，９５２人 

２ 社会福祉法人誠心福祉会 認定こども園池上わかばこども園 池上町三丁目 14番 55号 0・1・2 5 人 358人 

３ 学校法人浩陽学園 認定こども園和泉チャイルド幼稚園 王子町二丁目 1番 52号 0・1・2 9 人 １，584人 

４ 社会福祉法人泉州三和会 認定こども園信太保育園 尾井町二丁目7番4号 0 3 人 １６２人 

５ 学校法人清泉学園 認定こども園ひばり幼稚園 寺田町二丁目2番2号 1・2 10 人 1,760人 
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 事業者（法人） 運営施設 設置場所 
対象 

年齢 

利用定員 

（時間あたり） 

利用定員 

（月あたり） 

６ 和泉市 国府第一保育園 井ノ口町6-42 0・1・2 ３人 ４６２人 

７ 和泉市 和泉保育園 伯太町二丁目５－１６ 0・1・2 ３人 ４６２人 

 

 

〇代用計画と一般型事業者の確認申請の状況比較 

代用計画 一般型事業者の確認申請 

月当たり必要受入れ時間数 7,753時間 

利用定員（月あたり）合計 8,740時間 

人の配置等勘案した時間数 7,697時間 

 

 

 

（余裕活用型）４施設 → 詳細は「施設詳細」参照  利用定員については、運営施設の空き状況に左右されるため、仮の数値となっています。 

 

 法人 運営施設 設置場所 
対象 

年齢 

利用定員 

（時間あたり） 

利用定員 

（月あたり） 

１ 社会福祉法人誠心福祉会 認定こども園池上わかばこども園 池上町三丁目 14番 55号 0・1・2 １人 72人 

２ 学校法人スピノラ学園 認定こども園双百合幼稚園 唐国町四丁目4番 11号 ２ １人 72人 

３ 学校法人共立学園 認定こども園新光明池幼稚園 伏屋町三丁目5番22号 0・1・2 ６人 ６２４人 

４ 学校法人奥野学園 認定こども園和泉緑ケ丘幼稚園 緑ヶ丘三丁目4番32号 1・2 １０人 １００人 
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参考 

【児童福祉法第34条の 15】 

①市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

②国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支

援事業を行うことができる。 

（③ 略） 

④市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、そ

の他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

【子ども・子育て支援法第54条の２】 

①乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。 

②前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園支援事業所(乳児等通園支援を行

う事業所をいう。第五十五条第二項第一号及び第二号並びに第五十六条第一項において同じ。)ごとに、支給対象小学校就学前子ども

に係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。 

③市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっ

てはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

【特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第3条】 

①特定乳児等通園支援事業者は、一時間当たりの利用定員（法第五十四条の二第一項の確認において定めるものに限る。次項において

同じ。）を定めるものとする。 

②特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同

じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日

数及び時間その他の事情を考慮して一月当たりの利用定員を定めるものとする。 
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和泉市児童福祉審議会

和泉市こどもまんなか会議
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）　施設詳細

実施形態：一般型

法人名 ①(株)クローバーホールディングス ②（社福）誠心福祉会 ③（学）浩陽学園 ④（社福）泉州三和会 ⑤（学）清泉学園 ⑥和泉市 ⑦和泉市

運営施設 桜セレニティガーデン（産後ケア施設） 認定こども園池上わかばこども園 認定こども園和泉チャイルド幼稚園 認定こども園信太保育園 認定こども園ひばり幼稚園 和泉市立国府第一保育園 和泉市立和泉保育園

実施場所所在地 いぶき野一丁目１－１１ 池上町三丁目１４番５５号 王子町二丁目１番５２号 尾井町二丁目７番４号 寺田町二丁目２－２ 井ノ口町６－４２ 伯太町二丁目５－１６

電話番号 後日掲載予定 0725-41-1441 0725-41-2996 0725-46-0471 0725-41-4535 0725-43-2626 0725-41-5811

地区 中部 北部 北部 北部 北西部 北西部 北西部

実施形態 一般型（専用室独立型） 一般型（専用室独立型） 一般型（専用室独立型） 一般型（専用室独立型） 一般型（専用室独立型） 一般型（専用室独立型） 一般型（専用室独立型）

提供日 月～土 月～金 月～金 火・木 月～金 月～金 月～金

提供時間 10:00～17:30 9：00～14：30 9：00～17：00 9:30～15：30 9：30～14：30 9：00～17：00（11：00～12：00は除く） 9：00～17：00（11：00～12：00は除く）

受入れ年齢 0歳・1歳・2歳 0歳・1歳・2歳 0歳・1歳・2歳 0歳 1歳・2歳 0歳・1歳・2歳 0歳・1歳・2歳

利用定員（人）　　　　　　　A 19 5 9 3 10 3 3

1日あたり受入時間　　　　B 8 5.5 8 6 8 7 7

1ヶ月あたり開所日数　　　C 26 13 22 9 22 22 22

1ヶ月利用定員　　　　　A×B×C 3,952 358 1,584 162 1,760 462 462

0歳 4 1 3 3 0 1 1

1歳 5 2 4 0 2 1 1

2歳 10 2 2 0 8 1 1

食事の提供 あり あり あり あり あり なし なし

費用 300円 330円 400円 240円 300円 － －

食事の提供方法 自園調理 自園調理 自園調理 自園調理 自園調理 － －

おやつの提供 あり なし あり あり なし なし なし

費用 100円 － 50円 40円 － － －

医療的ケア児の受入れ なし なし なし なし なし 要相談 要相談

障がい児の受入れ なし なし 要相談 なし なし 要相談 要相談

利用料 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円

キャンセル料 あり あり
あり

給食費はキャンセル料として徴収
あり

あり
給食費はキャンセル料として徴収

あり あり

HP https://ikegami-wakaba.jp/ https://izumichild.com/ https://hibari-kindergarten.jp

5月 5月 4月～5月 6月 6月 4月 4月

実施形態：余裕活用型

法人名 ①（社福）誠心福祉会 ②（学）スピノラ学園 ③（学）共立学園 ④（学）奥野学園

運営施設 認定こども園池上わかばこども園 認定こども園双百合幼稚園 認定こども園新光明池幼稚園 認定こども園和泉緑ケ丘幼稚園

実施場所所在地 池上町三丁目１４－５５ 唐国町四丁目４－１１ 伏屋町三丁目５番２２号 緑ケ丘三丁目４－３２

電話番号 0725-41-1441 0725-54-1770 0725-55-2199 0725-53-1261

地区 北部 中部 中部 中部

実施形態 余裕活用型 余裕活用型 余裕活用型 余裕活用型

実施曜日 月～金 月～金 週３日 週4日

受入れ年齢 0歳・1歳・2歳 2歳 0歳・1歳・2歳 2歳

利用定員（人）　　　　　　　A 1 1 6 10

1日あたり受入時間　　　　B 5.5 8 8 3

1ヶ月あたり開所日数　　　C 13 9 13 4

1ヶ月利用定員　　　　　A×B×C 71.5 72 624 100

食事の提供 あり あり あり なし

費用 330円 380円 440円 －

食事の提供方法 自園調理 自園調理 自園調理 －

おやつの提供 なし あり なし なし

費用 － 40円～90円 － －

医療的ケア児の受入れ なし なし なし なし

障がい児の受入れ なし 要相談 なし なし

利用料 300円 300円 300円 300円

キャンセル料 あり
あり

給食費はキャンセル料として徴収
あり あり

HP https://ikegami-wakaba.jp/ https://www.futayuri.com/
https://www.okunogakuen.jp/izu

mi/index.html

未定 未定 未定 未定

概要

概要

開始予定月

開始予定月

食事の
提供等

その他

食事の
提供等

その他

5

https://ikegami-wakaba.jp/
https://izumichild.com/
https://hibari-kindergarten.jp/
https://ikegami-wakaba.jp/
https://www.futayuri.com/
https://www.okunogakuen.jp/izumi/index.html
https://www.okunogakuen.jp/izumi/index.html

